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○八王子市情報公開条例施行規則 

平成１３年３月３０日 

規則第１２号 

 改正 平成１７年３月３１日規則第１２号 平成２８年３月３１日規則第２１号 

八王子市情報公開条例施行規則（平成６年八王子市規則第７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八王子市情報公開条例（平成１２年八王子市条例第６７号。以下「条

例」という。）の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（公文書公開請求書の提出） 

第２条 条例第７条第１項の規定による請求書の提出は、公文書公開請求書（第１号様式）

により行うものとする。 

（公文書公開決定通知書等） 

第３条 条例第１２条各項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める通知書とする。 

(１) 条例第１２条第１項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 

公文書公開決定通知書（第２号様式） 

(２) 条例第１２条第１項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 

公文書部分公開決定通知書（第３号様式） 

(３) 条例第１２条第２項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定（条例第１１

条第１項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有して

いないときの当該決定を含む。）をした場合 公文書非公開決定通知書（第４号様式） 

（公開決定等の期間の延長通知書） 

第４条 条例第１３条第２項又は第３項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める通知書とする。 

(１) 条例第１３条第２項の規定により期間を延長した場合 公文書公開決定等期間延

長通知書（第５号様式） 

(２) 条例第１３条第３項の規定により期間を延長した場合 公文書公開決定等期間特

例延長通知書（第６号様式） 

（第三者保護に関する手続） 

第５条 条例第１５条第１項及び第２項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の

公開請求年月日、当該市以外のもの又は第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。 
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２ 実施機関は、条例第１５条第１項又は第２項の規定により市以外のもの又は第三者に意

見書を提出する機会を与える場合は、公文書公開決定等に係る意見照会書（第７号様式）

により通知するものとする。 

３ 条例第１５条第３項の規定による通知は、公開決定に係る通知書（第８号様式）により

行うものとする。 

（電磁的記録の公開方法） 

第６条 条例第１６条第１項の規定による電磁的記録の公開は、当該電磁的記録を印刷物と

して出力したものの閲覧又は交付により行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を出力したものの視聴又はフロッピーディスク、

光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、

当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができる。 

（公文書の公開の実施等） 

第７条 公文書の公開は、職員の立会いのもとに行うものとする。 

２ 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請

求に係る公文書１件名につき１部とする。 

３ 実施機関は、公文書の公開を受けるものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又は

その内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止

させ、又は禁止を命ずることができる。 

（費用） 

第８条 条例第１７条第２項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、実費相当額と

し、当該写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に係る郵便料金に相当する額とする。 

２ 前項の費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限

りでない。 

（審査会に諮問した旨の通知） 

第９条 条例第２０条の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書（第９号様式）

により行うものとする。 

（出資等法人） 

第１０条 実施機関は、条例第２３条第１項の規定により出資等法人を定め、又は変更した

ときは、速やかに告示しなければならない。 

（公文書の検索資料） 

第１１条 条例第２７条に規定する公文書の検索に必要な資料は、八王子市文書取扱規程
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（昭和３４年八王子市訓令第４号）に定めるファイル基準表又は各実施機関が別に定める

ものとする。 

（実施状況の公表） 

第１２条 条例第２８条の規定により各実施機関が行った公文書の公開等についての実施

状況の公表は、次に掲げる事項を八王子市が発行する広報紙に掲載することにより行うも

のとする。 

(１) 公文書の公開の請求件数 

(２) 公文書の公開の請求に係る処理状況 

(３) 審査請求の状況 

(４) 前３号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項 

（市長が行う事務） 

第１３条 市長は、他の実施機関が行う事務のうち、次に掲げる事務を行うものとする。 

(１) 公文書の公開請求に係る仮受付に関すること。 

(２) 条例第１７条第２項の公文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付

に要する費用の徴収に関すること。 

附 則 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１２号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第３条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第３条関係） 

第５号様式（第４条関係） 

第６号様式（第４条関係） 

第７号様式（第５条関係） 

第８号様式（第５条関係） 

第９号様式（第９条関係） 

 


